
令和８年度未来を拓く事業拡大支援事業業務委託企画提案仕様書

１　委託業務名
未来を拓く事業拡大支援事業業務委託

２　実施目的
中小企業の事業再生や財務的な課題の解決を第三者承継（M&A）の手法を活用して、県内中小企業の生産性向上、販路開拓、経営基盤強化を促進することで、競争力を有する企業を創出し、持続的な経済成長を実現する。
また、上記を達成するためにPMI（経営統合）の重要性を啓蒙し、PMI実行計画の策定や、実行の個別支援を行うことで、M&Aによるシナジー効果の最大化を図る。

３　業務内容
本件受託事業者は、以下の業務を行うものとする。
※提出する企画提案書に、以下の各項目について実施方法を記載すること。

⑴　M&A及びPMIの理解度向上
　　セミナーや重要性啓蒙のための支援を実施することにより、県内事業者における第三者承継（M&A） 及びPMIの必要性・重要性の理解度向上を図る。
①　M&A及びPMIの理解を深めるためのセミナー開催（３回）
M&A及びPMIの取組の重要性、PMIの具体的な進め方と手法、PMI事例の紹介等
②　PMI重要性啓蒙支援
ア　事業譲渡候補企業向け
円滑に納得ある形で事業譲渡を進めるために必要な事項のインプットを目的に、ローカルベンチマークシートを活用した自社価値の再認識、事業・資産（知的資産含む）・財務の見える化の重要性啓蒙を実施する。
　　イ　事業譲受候補企業向け
買収したい企業のイメージを鮮明にすること及び買収後想定していなかった事象の発生を防止することを目的に、M&A目的を明確化・買収後のありたい姿を具体化することの重要性啓蒙、買収対象企業の詳細把握の重要性啓蒙を実施する。

⑵　PMI実行計画の策定、実践へ支援の実施
ア　現状把握、統合計画　（PMI計画書）策定の支援
イ　統合後のモニタリングと課題修正支援
　　　　PMI計画に基づき、統合後の進捗・成果を定期的に点検する。
ウ　組織文化・人材定着支援
　　　制度や仕組みだけでなく、従業員の安心感・一体感を醸成し、企業文化の融合を図る支援
⑶　支援報告書の作成
上記⑵で実施した内容をまとめた支援報告書を作成し、支援事業者に提出及び説明を行う。（支援報告書は任意様式）

⑷　PMI支援の実態調査
　　県内支援機関に対しM&A後の事業者の実態等（M&Aの目的が達成されているか、PMIに対する取組等）について聞き取りを実施し、県内におけるM&A及びPMIの状況を調査する。（金融機関、商工会、産業振興公社、事業承継相談センター等）
　　聞き取り後は、調査内容を取りまとめ県へ報告する。（報告書は任意様式）

⑸　フォローアップ調査
　　本事業において支援した事業者に対し、成果目標の達成状況等についてフォローアップ調査を行い、別紙様式にて県へ報告を行う。
[bookmark: _Hlk226987702]フォローアップ調査の中で、国への報告に必要な財務情報（売上高、各種利益等）についても確認する。なお、次年度以降も財務情報の調査は実施するため、支援事業者にその旨ご理解いただくこと。

⑹　その他、本業務の実施に当たり必要とされる業務
　　本業務の実施に当たり、本契約の範囲で必要とされる業務を実施する。

４　対象事業者
⑴　M&A、PMI重要性啓蒙支援：15者
⑵　PMI実行計画の策定、実践への支援：５者
　　※譲渡側の事業者は小規模事業者とする。


５　成果報告
本事業の効果を検証するため、受託者は委託事業により得られた効果を収集し、その内容分析を行い、事業成果とあわせて報告書にまとめること。また、本事業に関して沖縄県の設定する成果目標の達成に努めること。

1 　支援事業者数及び成果目標
1 　支援事業者数
ア　M&A、PMI重要性啓蒙支援：15者
イ　PMI実行計画の策定、実践への支援：５者

2 　成果目標
　　ア　M&A、PMI重要性啓蒙支援（15者）に対する目標
　　　　支援事業者のうち50％以上の事業者が、自社の事業価値や経営に関する課題を明確化していること。
　　イ　PMI実行計画の策定、実践への支援（5者）に対する目標（短期）
　　　　支援事業者の全てが、PMI実行計画（統合計画）を策定し、シナジー効果の創出や組織文化の融合等に向けた計画の実行に着手していること。
　　ウ　PMI実行計画の策定、実践への支援（5者）に対する目標（中長期）
　　　支援事業者のうち、50％以上の事業者の経常利益が２年後（R10年度）増加している
　　※令和８度については、委託事業完了時までに支援を受けた決算期の数値は取得できないため、月次決算の数値等（月次経常利益の前年同月比での比較等）をもって指標の達成度を測る。

⑵　効果検証のための調査
支援した事業者のフォローアップ調査等の結果を踏まえた効果検証を行うこと。

⑶　成果報告
事業の実施結果、成果目標達成状況、事業の実施により気づいた課題の有無、今後求められる必要な対策等について記載した実績報告書及び、支援事業者に提出した支援報告書の写しを沖縄県に納品すること。（Ａ４版縦フルカラー 紙で一部、電子データ）
提出期限：令和９年３月１日

６　委託期間
契約締結の日から令和９年２月28日まで

７　著作権の譲渡等
この契約により作成される成果品の著作権等の取扱いは、以下に定めるとおりとする。
⑴　本件受託事業者は、著作権法（昭和45年法律第48号）第21条（複製権）、第26条の２（譲渡権）、第23条（公衆送信権等）、第26条の３（貸与権）、第27条（翻訳権、翻案権等）及び第28条（二次的著作物の利用に関する現著作者の権利）に規定する権利を沖縄県に無償で譲渡するものとする。
⑵　沖縄県は、著作権法第20条（同一性保持権）第２項第３号または第４号に該当しない場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する物件を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
⑶　本件受託事業者は、沖縄県の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第18条（公表権）及び第19条（氏名表示権）を行使することができない。

８　再委託の制限等
⑴　一括再委託の禁止等
契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。また、以下の業務（以下、「契約の主たる部分」という。）については、その履行を第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。
ただし、これにより難い特別な事情があるものとしてあらかじめ県が書面で認める場合は、これと異なる取扱いをすることがある。


	○　契約の主たる部分
・契約の50％を超える業務
・企画判断、管理運営などの統括的かつ根幹的な業務
・その他、県が契約の主たる部分と決定した業務



⑵　再委託の相手方の制限
指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請け負わせることはできない。

⑶　再委託の範囲及び再委託の承認
本委託契約の履行にあたり、委託先が第三者に委任し、又は請負わせることのできる業務等の範囲は以下のとおりとする。下記以外の契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ書面による県の承認を得なければならない。

	○第三者に委任し、又は請け負わせることのできる業務範囲
・資料の収集・整理
・複写・印刷・製本
・原稿・データの入力及び集計
・その他単純作業的な業務であって、簡易かつ容易なもの



９　留意事項
本件受託事業者は、以下に留意し業務を遂行するものとする。
⑴　この業務において知り得た秘密を他に一切漏らしてはならないものとする。
⑵　成果品に本件受託事業者の誤りによる欠陥・訂正事項が発見された場合は、自己の負担において速やかに訂正し、提出するものとする。
⑶　この仕様書に疑義を生じた場合、あるいは記載のない事項については、沖縄県と協議して定めるものとする。
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